
 

 

 

 

 

 

 

 

 

通達資料 
3 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 

（昭和 52年 2 月 22 日付け開総第 195 号農地開発部長通知）の一部改正 

１．適用年月日  

 最新設計単価の対象工事 最新設計単価の対象外工事 

積算基準日 令和８年 7 月 22 日以降 令和８年 9月 24 日以降 

 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－1－ 

３ 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 
 

第 1  趣 旨 

【省略】 

 

第 3  運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費及び現場環境改善費の積算方法 

これら当該費用は「要領」別表 1 の工種区分に基づき、所定の率計算による費用に積み上げ計算によ

る費用を加算して行うものとする。 

1  率計算による算定 

率計算による算定方法は、別表 2に定める各工種ごとの共通仮設費率を用い、次式により算定する。 

なお、率の対象項目は別表 1に示すとおりである。 

 当該費用＝対象金額×共通仮設費率 

 対象金額＝直接工事費＋事業損失防止施設費＋支給品費＋貸与額＋準備費に含まれる処分費 

（1） 下記に掲げる費用は対象金額に含めない。 

ア 簡易組立式橋梁、プレキャストＰＣ桁、プレキャストＰＣ床版、ポンプ、グレーチング床版、合

成床版製品費、大型遊具（設計製作品）、光ケーブルの購入費 

【省略】 

 

4  現場環境改善費 

現場環境改善費の積算は、以下の（1）積算方法により行うものとする。 

熱中症対策・防寒対策に関する費用については、積上げ計上を行うものとし、率計上される額の 50％

を上限とする。また、費用が巨額となるなど現場環境改善費率で計上することが適当でないと判断され

る場合についても積上げ計上とする。 

（1） 積算方法 

ア 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。 

Ｋ＝ｉ・Ｐｉ＋α 

ただし、Ｋ：現場環境改善費（単位：円、1,000円未満切り捨て） 

ｉ：現場環境改善費率（単位：％、小数第 3位を四捨五入し、第 2位とする） 

Ｐｉ：対象額（単位：円、直接工事費「処分費等を除く」＋支給品費＋貸与費） 

α：積上げ計上分（単位：円、1,000 円未満切り捨て） 

対象額：Ｐｉ 現場環境改善費率：ｉ（％） 

直接工事費（処分費等を除く） 
＋ 

支給品費 
＋ 

貸与費 

 
５億円以下の場合 

 

 
ｉ＝392.8・Ｐｉ－０．３５２０ 

 
 

５億円を超える場合 
 

 
0.34 
 

イ 現場環境改善に関する費用の対象額は５億円を限度とする。 

【省略】 

３ 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 
 

第 1  趣 旨 

【省略】 

 

第 3  運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費及び現場環境改善費の積算方法 

これら当該費用は「要領」別表 1 の工種区分に基づき、所定の率計算による費用に積み上げ計算によ

る費用を加算して行うものとする。 

1  率計算による算定 

率計算による算定方法は、別表 2に定める各工種ごとの共通仮設費率を用い、次式により算定する。 

なお、率の対象項目は別表 1に示すとおりである。 

 当該費用＝対象金額×共通仮設費率 

 対象金額＝直接工事費＋事業損失防止施設費＋支給品費＋貸与額＋準備費に含まれる処分費 

（1） 下記に掲げる費用は対象金額に含めない。 

ア 簡易組立式橋梁、プレキャストＰＣ桁、プレキャストＰＣ床版、ポンプ、グレーチング床版、合

成床版製品費、大型遊具（設計製作品）、光ケーブルの購入費 

【省略】 

 

4  現場環境改善費 

現場環境改善費の積算は、以下の（1）積算方法により行うものとする。 

熱中症対策・防寒対策に関する費用については、積上げ計上を行うものとし、率計上される額の 50％

を上限とする。また、費用が巨額となり現場環境改善費率で計上することが適当でないと判断される場

合についても積上げ計上とする。 

（1） 積算方法 

ア 積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。 

Ｋ＝ｉ・Ｐｉ＋α 

ただし、Ｋ：現場環境改善費（単位：円、1,000円未満切り捨て） 

ｉ：現場環境改善費率（単位：％、小数第 3位を四捨五入し、第 2位とする） 

Ｐｉ：対象額（単位：円、直接工事費「処分費等を除く」＋支給品費＋貸与費） 

α：積上げ計上分（単位：円、1,000 円未満切り捨て） 

対象額：Ｐｉ 現場環境改善費率：ｉ（％） 

直接工事費（処分費等を除く） 
＋ 

支給品費 
＋ 

貸与費 

 
５億円以下の場合 

 

 
ｉ＝504.2・Ｐｉ－０．３５３３ 

 
 

５億円を超える場合 
 

 
0.43 
 

イ 現場環境改善に関する費用の対象額は５億円を限度とする。 

【省略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の削除、 

 

 

 

 

字句の削除、改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表内、数値の改正 



新  旧  対  照  表 

改     正 現     行 備 考 
 

－2－ 

 


